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第２４回議運決定事項 
令和６年５月２４日（金） 

決定事項 

中学生による議会傍聴の実施に伴う一般質問者の順序の変更について 

第２３回議会運営委員会の広報特別委員長からの申入れの中で、中学生に

よる議会傍聴の実施に当たり、傍聴する中学生が所属する中学校が指名する

議員（以下「被指名議員」という）を６月１８日の１人目の一般質問者とし

てほしい旨の発言があった。 

そのため、抽選によって６月１８日の１人目になった議員（以下「被抽選

議員」という）と被指名議員とが異なる者である場合には、申し合わせ事項

７７ただし書きの規定により、議長が一般質問の順番の変更を行うことを確

認した。 

また、この場合の順番変更の方法は、被指名議員の順番を６月１８日の１

人目とし、被抽選議員を同日の２人目とし、それ以降の者から変更前の被指

名議員の順番の前の者までの順番を一つずつ繰り下げることとした。 

 

（例） 抽選によって５番目となったＥ議員が中学校に指名された場合 

順 番 変 更 前 変 更 後 備考 

１ Ａ議員 Ｅ議員 
6 月 18 日の 1 人目を中学校

から指名された議員に変更 

２ Ｂ議員 Ａ議員 
変更前の１番から４番まで

の者の順番を一つずつ繰り

下げ 

３ Ｃ議員 Ｂ議員 

４ Ｄ議員 Ｃ議員 

５ Ｅ議員 Ｄ議員 

６ Ｆ議員 Ｆ議員 

６番以降の者は変更なし 

７ Ｇ議員 Ｇ議員 

８ Ｈ議員 Ｈ議員 

９ Ｉ議員 Ｉ議員 

１０ Ｊ議員 Ｊ議員 

 


